
 

今年度からスタート！ 
 

平成２４年度  

白岡町協働のまちづくりモデル事業補助金 

募 集 案 内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白岡町では、このたび、協働事業の提案を募集します。 

町内で地域活動を行う団体や市民団体などが、協働事業を自ら

企画・提案・実施するものに対し補助金を交付します。 

まちづくりに一緒に取り組みませんか。 

 
 白岡町キャラクター なしりん・なしべえ 

募 集 期 間 

平成２４年５月９日（水）から６月８日（金）まで 

白 岡 町 

資料番号３ 
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１ 白岡町協働のまちづくりモデル事業補助金とは？ 

 

 白岡町は、「町民との参画と協働によるまちづくり」を推進するため、 

      

     

 

 

が 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 ことに対し補助する制度です。 

 

 

２ 補助金の交付額 

  

協働事業の実施に必要な経費を、１団体に対し１０万円を限度として交付します。 

 必要な経費が１０万円を超える事業については、その経費うち、１０万円を超え

る部分は団体の負担となります。 

なお、補助金を交付する団体は、選考により決定いたします。 

 

 

３ 補助対象の団体 

 

 補助対象の団体は、以下の事項に全て当てはまる団体です。 

 

 

 

 

 

 

なお、団体の活動実績（活動期間）の最低限度はありません。 

ですから、これを機に協働事業を実施しようと設立する団体も対象です。 

 

 

その団体自らが企画・提案して、 

 

地域で活動する団体や市民団体など 

①今まで町が行ってきた事業を協働の理念に基づき実施する 

②新たな公共・公益的分野の事業を実施する 

①主に町内で公共・公益的な活動を行う団体であること。 

②会員が５人以上いる団体で、団体に規約・会則等が整備されていること。 

③収益を目的とした団体でないこと。 
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４ 募集する事業 

 

 地域団体・市民団体などが 

 

  ①白岡町内で実施する事業で 

  ②地域課題の解決を目的とするなど、公共・公益的な事業の 

③企画・立案・事業の実施をその団体で行う事業 

 

 

を募集します。 

提案事業の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  募集する課題やテーマの設定は特にありません。皆さんの目線と発想を

活かした、課題解決に効果的な事業を提案してください。 

皆さんの提案をお待ちしております。 

 
 

例えば、「植栽帯や緑地などを管理する事業」 

 

現在、町が管理する植栽帯や緑地などの手入れについて、町では草刈

りなどを一律で実施していますが、地域団体が、地域の考え方を取り込

んで、きめ細やかな管理を行うもの 

例えば、「外国のかた向けの生活者目線パンフレット作成事業」 

 

地域に住む外国のかたに、地域活動に参加してもらえるよう、地域活

動の紹介や生活するための基礎知識など、地域での暮らし方や関わり方

がわかるパンフレットを作成・配布するもの 
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５ 補助対象外の事業 

 

① 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業 

② 公序良俗に反する事業 

③ 収益を目的とした事業    

                            

                            

６ 補助対象・対象外の経費 

  

補助対象の経費は、協働事業の実施に当たり、直接必要な経費のうち次のものと

します。 

 

① 材料費や消耗品費 

② 郵便料・宅配料等の通信・運搬費 

③ 会場使用料・音響機器等の借り上げ料 

④ ポスター・パンフレットを作成するためのコピー代などの印刷製本費 

⑤ 指導者等に対する謝礼 

⑥ 会員の傷害保険料など、その他事業の実施に直接必要な費用 

 

 次の経費は補助対象外です。 

 

① 事業計画書等の作成に要する費用等、当補助の事前準備にかかる費用 

② 親睦・懇親会等の費用 

③ 飲食代（会議に提供されるお茶代程度を除く。） 

④ 備品の購入費 

⑤ 別団体への業務委託費 

その他補助の対象として適当ではないと判断した費用 
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７ 補助事業の流れ 

 

この事業の流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 募集のお知らせ 

 

② 事業計画書の提出 

（提案の募集受付） 

（５月９日（水）から６月８日（金）ま

で）※土日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

③ 要件などの書類確認 

④ 団体のヒアリング 

（６月下旬の平日日中を予定） 

⑤ 補助事業の採択 

（６月下旬～７月上旬予定） 

⑥ 交付申請（交付決定）・事業実施 

（７月中旬以降予定） 

 

⑦ 事業完了・実績報告書の提出 

⑧ 結果公表（町ホームページ

など） 

広報や町ホームページでお知らせし

ます。 

ご不明な点などお気軽に市民協働課

にご相談ください。 

・郵送でヒアリング日時を通知し

ます。 

・提案した事業の説明をしていた

だきます。 

・町民と職員が審査します。 

・審査結果により補助事業を採

択します。 

・各団体に結果を通知します。 

・補助対象団体は、補助金交付

申請をしていただきます。 

 申請内容の確認後、町から交

付決定通知書を送付します。 

・町担当課と協議をしながら事

業を実施していただきます。 

事業終了後、提出された実績報

告書等を公表します。 
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８ 事業計画書の提出 

 

 補助金の交付を受けようとする団体は、「白岡町協働のまちづくりモデル事業

補助金事業計画書」に次の書類を添えて、市民協働課へ提出してください。（郵

送可） 

 

 添付書類 

① 算出の明細がわかるもの（見積書の写し等） 

② 団体の規約、会則等 

③ 団体の活動状況がわかるもの（総会資料、団体の広報紙等） 

④ その他事業計画の内容がわかるもの 

   書類に記載が済んでおり、添付書類が全て揃った段階で提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 ※土日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ※郵送の場合は、６月８日以前の消印のものを有効とします。 

 

 

９ ヒアリング 

 

 ヒアリングとは、事業計画書について説明をしていただくものです。 

提案した事業をご説明いただき、審査員が事業計画の内容などをお伺いします。 

審査員は、町民と職員です。 

なお、ヒアリングは、６月下旬の平日の日中を予定しておりますが、ヒアリング

に出席されない団体は、補助金交付の対象外となります。 

 ※ヒアリングは、非公開とします。 

 ※ヒアリングの日時は、郵送にて通知します。 

 

 

 

      

 

提出期間 

５月９日（水）から６月８日（金）まで 
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10 補助事業の採択の基準 

  

審査員である町民と職員が点数方式で審査します。 

なお、審査に当たっては、以下の視点で採点します。 

 

①事業の必要性・地域課題の解決可能性 

②協働の理念への合致 

③地域との関連性・拡がり 

自治基本条例の目的を

具 現 化 す る も の 

④団体の自立・発展の可能性 

⑤事業の実現性 
事業計画の実現性・妥当性 

⑥費用妥当性 

 

 

審査により、町は補助金を交付する事業を決定（採択）し、団体に結果をお知ら

せします。 

 採択された事業の計画書は、町ホームページにて公表します。 

 

                       

１１ 事業採択から完了まで 

 

交付申請 

（交付決定） 

補助金の対象とされた団体は、補助金の交付申請をしてい

だだきます。申請内容の確認後、町から交付決定通知書を送

付します。 

事業の実施 

補助金の対象とされた団体は、交付決定通知書の通知日以

降に採択された事業を実施します。 

 なお、事業の実施に当たっては、町担当課と協議をして進

めていただきます。 

実績報告書の提出 

補助事業の完了後３０日以内又は平成２５年３月１１日

（月）のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してくだ

さい。 

結果の公表 
提出された実績報告書等を町ホームページ等で公表いた

します。 
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１２ 補助金の支払方法 

 

 補助金の支払は、交付決定通知書の通知日以降に、交付額全額を概算払いにてお

支払いいたします。 

 なお、事業完了後、事業の実施に直接要した経費の額がお支払いした額を下回っ

た場合は、その差額分を町に返納していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

白岡町市民生活部市民協働課 市民協働担当 
〒349-0292 

埼玉県南埼玉郡白岡町大字千駄野４３２番地 

電話 ０４８０（９２）１１１１ 

Ｅ－ｍａｉｌ kyoudou@town.shiraoka.lg.jp 

 


